
エンドユーザーライセンス条項 

 

マイクロソフト ソフトウェア製品の使用に関する注意事項 

本書は、マイクロソフトのソフトウェア製品の使用について規定したものです。 
マイクロソフトのソフトウェア製品とは、＜株式会社サイバーリンクス＞（以下、「本会社」といいます）から提供されたマイクロソフト製品

であって、付随するソフトウェア、記録媒体、印刷物、および「オンライン」または電子文書を含むこともあります（以下それぞれ、または
総称して「本製品」といいます）。本会社は本製品を所有するものではなく、お客様は本製品を、本会社からお客様に通知される一定の権利お
よび制限に従って使用するものとします。お客様が本製品を使用する権利は、お客様が本会社との間に締結した契約書の条項に従い、かつ以

下の条項をお客様が理解し、同意し、遵守することを条件として許諾されますが、本会社は以下の条項を修正したり変更したりすることはで
きないものとします。 

 

１．定義 
「クライアントソフトウェア」とは、デバイスにインスト
ールされ、デバイスから本製品にアクセスしまたは本製品
を利用することができるようにするソフトウェアを意味
します。 
「デバイス」とは、コンピューター、ワークステーション、
ターミナル、ハンドヘルド PC、電話、パーソナル デジ
タル アシスタント（PDA）、スマートフォン、サーバーま
たはその他の電子デバイスのそれぞれを意味します。 
「エンド ユーザー」とは、本会社から直接、またはソフ
トウェア サービス リセラーを通じて間接的にソフトウ
ェア サービスを受ける個人また法人を意味します。 
「再頒布可能ソフトウェア」とは、下記の第 4 条（「再頒
布可能ソフトウェアの使用」）に記載されたソフトウェア
を意味します。 

 
２．本製品の知的財産権 
本製品は、Microsoft Corporation（以下総称して「マイク
ロソフト」といいます）の関連会社から本会社にライセン
スが許諾されるものです。マイクロソフトの製品は、著作
権およびその他の知的財産権関連法により保護されてい
ます。本製品および本製品の要素（本製品に組み込まれた
画像、写真、アニメーション、映像、音声、音楽、テキス
ト、「アプレット」などを含みますが、これらに限定され
ません）に対する一切の知的財産権その他の権利は、マイ
クロソフトまたはそのサプライヤーに帰属するものです。
お客様は、本製品に含まれ、または付されている著作権、
商標またはその他の知的財産権表示を削除、修正、または
不明瞭にすることはできません。本製品は、著作権法、国
際著作権条約その他の知的財産権関連法および条約によ
り保護されています。お客様が本製品を保有し、アクセス
し、または使用することによって、本製品に対する権利ま
たは知的財産権がお客様に譲渡されることはありません。 
 
３．クライアントソフトウェアの使用 
お客様は、お客様のデバイスにインストールされたクライ
アントソフトウェアを、お客様と本会社との契約および本
書の条項に従ってのみ、かつ、本会社からお客様に提供さ
れるソフトウェアサービスと共にのみ、使用することがで
きます。本書の条項は、お客様よるクライアントソフトウ
ェアのインストールおよび使用中に電子的形式で表示さ
れるマイクロソフト使用許諾契約に恒久的に優先するも
のです。 
 
４．再頒布可能ソフトウェアの使用 
本会社によってお客様に提供されるソフトウェアサービ
スに関連して、お客様は、「サンプル」、「再頒布可能」ま
たはソフトウェア開発キット（「SDK」）ソフトウェア コ
ードおよびツールへのアクセスが許諾される場合があり
ます（以下個別に、または総称して「再頒布可能ソフトウ
ェア」といいます）。お客様は、クライアントソフトウェ
アおよび再頒布可能ソフトウェアを使用、修正、複製、イ
ンストールおよび頒布することはできません。マイクロソ
フトは、本会社がお客様に対して提示する追加条件にお客
様が明示的に同意し、それを遵守しない限り、再頒布可能
ソフトウェアのいかなる使用も許諾しません。 
 
５．複製 
お客様は本製品のコピーを作成することはできません。
ただしお客様は、（a）本会社の明示的な許可に従って特
定のクライアントソフトウェアのコピー1 部をデバイ
スにインストールすることができ、また（b）上記の第
4条（「再頒布可能ソフトウェアの使用」）に従って、一
定の再頒布可能ソフトウェアのコピーを作成すること
ができます。お客様は、本会社との契約が終了した場合、
本会社による通知があった場合、またはお客様がデバイ
スを他の個人または法人に譲渡した場合のうち、いずれ
か最も早く到来した時点で、かかるクライアント ソフ
トウェアまたは再頒布可能ソフトウェアのすべてを消
去または破棄しなければなりません。お客様は、本製品
に付随するいかなる印刷物も複製することはできませ
ん。 

 
６．リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセ
ンブルの制限 
お客様は、本製品をリバース エンジニアリング、逆コ
ンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
ただし、かかる制限にかかわらず適用法令により明確に 

許容されている限度においてはこの限りではありません。 
 

７．レンタル 
お客様は、本製品をレンタル、リース、貸与したり、担保
の対象としたり、第三者に直接的、間接的に譲渡または再
頒布することはできず、第三者に対して本製品の機能にア
クセスさせたり、使用させたりすることはできません。 
 
８．契約解除 
お客様が本書の条項に違反した場合、本会社は、他の権利
を害することなく、本製品を使用するお客様の権利を解除
することができます。本製品のライセンスを許諾するお客
様と本会社との契約、または本会社とマイクロソフトとの
契約が解除された場合、お客様は、お客様と本会社との契
約の解除後 30 日以内に本製品の使用を中止し、本製品の
複製物およびその構成部分をすべて廃棄しなければなり
ません。 
 
９．マイクロソフトによる保証、責任、または救済の不存
在 
適用される法令により認められる範囲において、ソフトウ
ェアサービスの利用に起因する直接損害、間接損害または
結果的損害などのすべての損害について、マイクロソフト
またはそのサプライヤーは一切の責任を負いません。保証
および賠償責任は、マイクロソフト、その関連会社または
子会社ではなく、本会社によってのみ提供されるものです。 
 
１０．製品サポート 
ソフトウェアサービスのサポートは本会社または本会社
に代わる第三者からお客様に提供されるものであり、マイ
クロソフト、そのサプライヤー、関連会社または子会社に
よって提供されるものではありません。 
 
１１．非フォールト トレラント 
本製品には、フォールトトレランス機能（不具合に対して
自動的に対応できる機能または性能）はなく、また、マイ
クロソフトは本製品にエラーがないことや動作が中断さ
れないことを保証していません。お客様は、本製品が機能
しなかった場合に死亡、重大な人身傷害または重大な物損
もしくは環境の破壊につながるような用途または環境に
おいて本製品を使用（「リスクの高い状況での使用」）して
はなりません。 
 
１２．輸出規制 
本製品は、米国輸出管理規制の対象品です。貴社は、適用
されるすべての法令（米国輸出管理規則、国際武器取引規
則、ならびに米国、日本国およびその他の政府機関による
エンドユーザー、エンドユーザーによる使用、および輸出
対象国に関する規制を含みます）を遵守しなければなりま
せん。詳細については、 
http://www.microsoft.com/exporting/をご参照ください。 
 
１３．違反の責任 
お客様が本会社に対して負う一切の責任に加え、お客様は
マイクロソフトに対しても、当該条項への違反について直
接的な法的責任を負うことに同意するものとします。 
 
１４．情報開示 
お客様は本会社に対し、本会社の契約に基づいてマイクロ
ソフトから要求された情報を開示することを認めなけれ
ばなりません。マイクロソフトは、お客様の遵守状況を確
認するために、お客様と本会社との契約の規定を執行する
権利を有する、お客様の契約の第三者受益者です。 
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